
県庁舎ほか 13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務仕様書 

 

１ 適用 

本仕様書は、県庁舎ほか 13地区合同庁舎ばい煙量等測定業務に適用する。 

 

２ 業務の実施場所 

【別表１】 「業務対象庁舎」による。 

 

３ 業務の対象機器 

【別表２】「ばい煙発生施設一覧」による。 

         

４ 測定項目及び測定時期 

【別表３】「ばい煙量測定項目と実施時期」による。 

・測定は、複数台を交互運転している機器については、原則 1日 1基とする。 

・測定日については、直接管理者と打合せを行う。 

・測定開始時及び終了時には、庁舎管理者にその旨申し出る。 

 

５ 測定方法等 

（１）ばいじん濃度 

    大気汚染防止法施行規則第１５条第１項第３号、別表第３の備考に掲げる測定法に

よる。 

（２）窒素酸化物濃度 

    大気汚染防止法施行規則第１５条第１項第４号、別表第３の２の備考に掲げる測定

法による。 

（３）硫黄酸化物の量及び硫黄酸化物濃度についての計算値    

     庁舎管理者が提示する燃料成分表および使用量により計算する。 

 

６ 測定結果報告書の提出  

  下記項目を記載した報告書及びばい煙発生量等記録表を、県庁舎については１部を管

財課に、県庁舎以外の庁舎については２部作成し、１部を管財課に、１部を庁舎管理担

当者にそれぞれ提出する。併せて、上記の電子データについて、CD-R等に保存して１部

を管財課に提出する。 

（１）測定年月日、測定場所及び測定時刻（開始時刻～終了時刻） 

 （２）測定者及び測定箇所 

（３）ばい煙発生施設の使用状況および燃料使用量 

（４）使用燃料の種類、灰分および硫黄分 



（５）排出ガス量 

（６）ばいじん濃度 

（７）排出ガス流速及び排出ガス温度 

（８）窒素酸化物の濃度 

（９）硫黄酸化物の量及び硫黄酸化物濃度についての計算値（計算式） 

 

７ 報告書の提出期限 

  夏季測定の報告書は令和６年９月 30 日、冬季測定の報告書は令和７年３月 14 日とす

る。 

 

８ 作業計画書 

受注者は、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び庁舎管理者に提出すること。  

なお、作業計画書には次の内容を記載するものとする。 

  ① 業務概要 

 ② 実施工程表 

  ③ 業務体制及び組織表 

  ④ 安全管理 

  ⑤ 使用機材等（校正が必要な機材については校正証明書を添付） 

  ⑥ 業務内容及び手順 

 ⑦ 緊急時の体制及び対応 

 ⑧ その他（交通管理（敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の順守等）） 

 ⑨ 作業員名簿（資格等） 

 

９ その他 

  一関地区千厩分庁舎のボイラーは、今年度更新を予定しており、別表２、３は現在の設

備についての記載であるもの。 



庁　　舎　　名 住　　　　　　　所 庁舎管理担当部所 電話番号

1 県庁舎 盛岡市内丸１０－１ 総務部　管財課 019-629-5120

2 盛岡地区合同庁舎 盛岡市内丸１１－１ 盛岡広域振興局 経営企画部 総務課 019-629-6517

3 花巻地区合同庁舎 花巻市花城町１－４１ 県南広域振興局　総務部　花巻総務センター総務課 0198-22-4911

4 北上地区合同庁舎 北上市芳町２－８ 県南広域振興局　土木部　北上土木センター管理課 0197-65-2738

5 奥州地区合同庁舎 奥州市水沢大手町１－２

6 　〃　　　分庁舎 奥州市水沢大手町５－５

7 一関地区合同庁舎 一関市竹山町７－５ 県南広域振興局　総務部　一関総務センター 総務課 0191-26-1411

8
一関地区合同庁舎
千厩分庁舎

一関市千厩町千厩字北方８５－２ 県南広域振興局  土木部　千厩土木センター 管理課 0191-52-4971

9 大船渡地区合同庁舎 大船渡市猪川町字前田６－1 沿岸広域振興局　経営企画部　大船渡地域振興センター 総務課 0192-27-9911

10 遠野地区合同庁舎 遠野市六日町１－２２ 県南広域振興局  土木部　遠野土木センター 管理用地課 0198-62-9938

11 釜石地区合同庁舎 釜石市新町６－５０ 沿岸広域振興局  経営企画部  総務課 0193-25-2717

12 宮古地区合同庁舎 宮古市五月町１－２０ 沿岸広域振興局  経営企画部  宮古地域振興センター 総務課 0193-64-2211

13 久慈地区合同庁舎 久慈市八日町１－１ 県北広域振興局  経営企画部  総務課 0194-53-4981

14 二戸地区合同庁舎 二戸市石切所字荷渡６番地３ 県北広域振興局  経営企画部  二戸地域振興センター総務課 0195-23-9201

【別表１】　＜業　務　対　象　庁　舎＞

県南広域振興局　総務部　総務課 0197-22-2811
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【別表２】＜ばい煙発生施設一覧＞
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※黄色欄は、小型ボイラー（伝熱面積10㎡未満でバーナー燃焼能力が重油換算50L/時以上のボイラー）を示し、軽質燃料（灯油、軽油、A重油）を専焼させるもの
については、ばいじん濃度及び窒素酸化物の排出基準は適用しないため、硫黄酸化物量・濃度のみ実施する。
※青色欄は、冷房時ボイラーを使用しないため、暖房時のみ測定を実施する。
※千厩分庁舎のボイラーは今年度更新を予定している。
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【別表３】＜ばい煙量測定項目と実施時期＞
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